
給実甲第１２９１号

令和３年１２月２４日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第１２９０号（給実甲第３２６号の一部改正について）の施

行に伴う経過措置について（通知）

給実甲第１２９０号（給実甲第３２６号の一部改正について）の施行に伴う経

過措置について下記のとおり定めたので、令和４年１０月１日以降は、これによ

ってください。

記

人事院規則９―８―９０（人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）

の一部を改正する人事院規則）附則第２条及び第３条の規定によりなお従前の例

によることとされる場合における職員の昇格及び昇給については、なお従前の例

による。この場合において、給実甲第１２９０号（給実甲第３２６号の一部改正

について）による改正前の給実甲第３２６号（人事院規則９―８（初任給、昇格

、昇給等の基準）の運用について）第２０条関係の規定の適用については、次の

表の上欄に掲げる同条関係の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

下欄に掲げる字句とする。

第３項第１号 上位又は中位の段階 上位若しくは中位の段階又は人事院

規則１―２―４（人事院規則１―２



（用語の定義）の一部を改正する人

事院規則）による改正後の人事院規

則１―２（用語の定義）（次号、第

５項第１号イ及び第９項第２号にお

いて「改正後の規則１―２」とい

う。）第３７号に規定する「良好」

の段階以上

第３項第２号 上位の段階であり、 上位の段階若しくは改正後の規則１

かつ、他の全体評語 ―２第３６号に規定する「優良」の

が中位 段階以上であり、かつ、他の全体評

語が中位若しくは改正後の規則１―

２第３７号に規定する「良好」

第５項第１号イ 中位 中位又は改正後の規則１―２第３７

及び第９項第２ 号に規定する「良好」

号⑴イ

第５項第１号ロ 行動は通常求められ 行動は通常求められる程度であるこ

及び第９項第２ る程度である と若しくは当該職員に求められる能

号⑴ロ 力の発揮の程度に達している

業績は通常求められ 業績は通常求められる程度であるこ

る程度である と若しくは当該職員に求められる当

該役割を果たした程度に達している

第９項第２号 上位の段階であり、 上位の段階又は改正後の規則１―２

かつ、他の全体評語 第３６号に規定する「優良」の段階

が上位又は中位の段 以上であり、かつ、他の全体評語が

階 上位若しくは中位の段階又は改正後

の規則１―２第３７号に規定する「



良好」の段階以上

以 上


